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   定款         一般社団法人ピアサポート仲よし 2025.6.7 

第１章 総則 

(名称) 

第1条 当法人は、一般社団法人 ピアサポート仲よしと称する。 

 

（主たる事務所) 

第2条 当法人は、主たる事務所を岡山市 に置く。 

2 当法人は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な場所に置くことができる。 

 

 (目的及び事業) 

第3条 本法人は、障がい者とその家族、及び同様な支援を必要とする人たちの安全で快

適な生活の保障並びに健全な環境の維持のための支援活動をすることを目的とする。 

その目的を達成するために、次の事業を障がい者とその家族、及び同様な支援を必要

とする人たちのために行う。 

(1)相談対応、諸手続きの代行、世話人の紹介等の日常生活支援 

(2)任意後見契約書・遺言書等の作成の援助や成年後見人申立ての手助けを行うこと 

(3)任意後見契約の受任者・任意後見人となること 

（4）財産管理委託契約、見守り支援委託契約等の契約者になり、受任者を守ること  

(5)成年後見人・見人・保佐人・補助人・任意後見監督人の任に就くこと 

(6) 民亊信託契約を締結し受益者を支援すること 

(7) 講演会、講習会、研究会、懇談会並びに見学会の開催、パンフレット・電子書

籍・WEB配信等により、家族信託・任意後見・成年後見に関する情報その他障がい者

等の生活を支援するための情報の普及を図ること 

(8) 共同生活援助（グループホーム）による生活支援 

(9) その他、この定款の目的を達成するために必要なこと 

(10) 前各号に付帯又は関連する事業 

 

(公告) 

第４条 当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見えやすい場所に掲示する方法

により行う。 

 

第２章 社員 

(法人の構成員) 

第5条 当法人は、第３条の目的に同意する者で当法人の事業運営に参加する者をもって

社員とする。 
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(入会) 

第6条 前条の社員になろうとする者は、入社申込書を当法人へ提出し、理事会の承認を

得て社員となる。 

 

 (維持負担金) 
第7条  社員は、当法人の目的を達成するために必要な経費をまかなうために、社員総

会において定める維持負担金を支払う義務を負う。 

 

  (退会) 

第8条 社員は、いつでも退社届を提出して、退社することができる。 

 

（除名) 

第9条 社員が次のいずれかに該当する場合には、社員総会の決議により当該社員を除名

することができる。 

(1) この定款その他の規則に反したとき。 

(1) 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。 

(2) その他、除名をすべき正当な事由があるとき。 

 

（社員の資格喪失) 

第10条 上記第8条・第9条の他、社員は、次に掲げる事由により資格を喪失する。 

(1) 除名の提案が社員総会でなされ、除名される社員本人以外の反対がなかったとき。 

(2) 第7条に定める維持負担金の納入が１年以上滞納したとき、あるいは、１年以上連 

 絡が取れないとき。 

(3) 社員が死亡したとき。 

 

（社員名簿) 

第11条 当法人は、社員の氏名、住所及び連絡先を記録した社員名簿を作成する。 

 

第３章 総会  

  （社員総会の開催）                

第12条 当法人の定時社員総会は、毎事業年度終了後３ヶ月以内に開催し、臨時社員総会

は必要に応じて開催する。 

 

（招集) 

第13条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長

が招集する。 
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2 社員の５分の１以上から、会議の目的事項を示して請求があった場合、又は緊急の

開催を要すると判断した場合は、理事長は社員総会を招集しなければならない。 

3 社員総会を招集する場合は、社員総会の日の2週間前までに,社員総会の目的である事 

項並びに日時及び場所を記載した書面又は電子書面をもって、社員に通知を発しなけ 

ればならない。 

 

(議長) 

第14条 社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。 

2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、その社員総会において、出席

した社員の中から議長を選出する。 

 

(議決権) 

第15条 各社員は、各1個の議決権を有する。 

 

(決議の方法) 

第16条 社員総会の決議は、総社員の過半数が出席し、出席社員の議決権の過半数をもっ

てこれを行う。本条第３項、第４項の場合は、出席したものとみなす。 

2 前項の規定にかかわらず、次の各号の決議は、総社員の3分の2以上に当たる同意

を必要とする。 

(1) 定款の変更 

(2) 監事の解任 

(3) 解散 

(4) その他法令で定められた事項 

3 社員総会に出席しない社員は、委任状によってその議決権の行使を代理人に委任

することができる。 

4 社員は、あらかじめ通知された事項について書面によって議決権を行使すること

ができる。 

 

(議事録) 

第17条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。 

２ 議長及び出席した理事のうち2名が前項の議事録に記名押印する。 

 

第４章 役員 

(役員の設置) 

第18条 当法人に、次の役員を置く。 

(1) 理事6名以上15名以内 
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(2) 監事2名以上 

2 理事のうち1名を理事長とし、理事長をもって「一般社団 

法人及び一般財団法人に関する法律」（以下、「法人法」 

という。）上の代表理事とする。 

3 理事長以外の理事のうち副理事長１名、事務局を統括する専務理事１名及び財務

担当理事1名(いずれも理事の定員に合む)を置く。 

4 理事のうちには、理事のいずれか1名と、当該理事の配偶者と、当該理事の3親等

以内の親族と、当該理事と特殊の関係（財務省令で定める）のある者との合計理

事数が、理事総数の3分の１を超えてはならない。 

5 監事は、理事（その親族その他特殊の関係のある者を含む）及び当法人の従業員

は含まれてはならず、相互に親族その他特殊の関係を有してはならない。 

 

(選任等) 

第19条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。 

2 理事長、副理事長、専務理事、財務担当理事は、理事会の決議によって理事の中から

選定する。 

 

(任期) 

第20条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度の定時社員総会の終結の時ま

でとし、再任を妨げない。 

2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時

社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない. 

3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期が終了するまでとす

る。 

4 理事又は監事は、第18条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞

任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまではその職務を行う権利

義務を有する。 

 

(理事の職務及び権限) 

第21条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行

する。 

2 理事長は、当法人を代表し、その業務を執行する。 

3 副理事長は、理事長を補佐する。 

4 専務理事は、理事長を補佐し、当法人の業務を執行する。 

5 財務担当理事は、理事長を補佐し、当法人の財務に関する業務を執行する。  
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(監事の職務及び権限) 

第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告

を作成する。 

2 当法人が、第３条第１項の(3)、(4)、(6) の契約を締結している場合、監事は、そ

の契約を当法人が確実に守っているかどうかを、６か月に１回監査し、理事会に

報告する。この実務費用は、監事に支払うものとする。 

 

(役員の報酬等) 

第23条 理事及び監事に対して、役務の時間に対応する給与・日当以外に、その地位にあ

ることのみに基づき給与等を支給しない。給与報酬規程は、社員総会で定める。 

 

(役員の法人に対する責任の免除) 

第24条 当法人は、法人法第114条の規定により、理事会の決議をもって、同法第111条の

行為に関する理事又は監事(理事又は監事であった者を含む。) の責任を、法令

の限度において免除することができる。 

 

第５章 理事会 

 (構成) 

第25条 当法人に理事会を置く。 

2 理事会は、すべての理事をもって構成する。 

3 監事は、原則として理事会に出席する。ただし議決権はない。 

 

（権限) 

第26条 理事会は、当法人の業務執行の決定、理事の職務執行の監督を行う。 

2 理事会は、専門の業務を行うために、専門部会を置くこと 

ができる。この専門部会の正副部長は理事会において選任され、その運営は会務運営規

程に定める。 

 

(召集) 

第27条 理事会は、理事長が招集する。 

2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長が理事会を招集す

る。 

3 理事会を招集する場合には、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所

を示した書面又は電子書面をもって、開会の7日前までに理事及び監事に通知しな

ければならない。 

4 次のいずれかの場合には、臨時に埋事会を開催する。 



6 
 

(1)理事長が必要と認めたとき 

(2)理事から、会議の目的、事由を示して請求があったとき 

(3)法人法第101条の規定により、理事長に対して監事から招集の請求があったとき 

 

(議長) 

第28条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。 

2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、その理事会において、出席

した理事の中から議長を選出する。 

 

(決議) 

第29条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数

が出席し、その過半数をもって行う。 

2 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案し

た場合において、当該提案につき理事の全員が、書面又は電磁的記録により、同意

の表示をしたときは、監事がその提案について異議を述べたときを除き、その提案

を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。 

 

(議事録) 

第30条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。 

2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。 

 

第６章 資産及び会計 

(事業年度) 

第31条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。ただし、

設立時事業年度は、設立時からその日以降最初に来る3月31日までの期間を1事業年

度とする。 

 

(事業報告及び決算) 

第32条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が当該事業年 

度に関する次の事項を作成し、監事の監査を受けた上で、社員総会において第１号の 

書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を得るものとする。 

(1) 事業報告書 

 (2)  貸借対照表 

(3)  活動計算書 

(4) 貸借対照表及び損益計算書の附属明細書 

  2 当法人は、貸借対照表上の資産の残高を記載した決算書の作成を、会計事務所等
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の外部機関に依頼し、そこから受け取った決算書を、社員総会において報告するも

のとする。 

3 「助け合い寄付特定資産」等使用目的を指定して寄付を受けた場合は、別途規定

する「助け合い寄付特定資産運用規定」等に従い、「助け合い寄付特定資産」等と

して、貸借対照表に計上し管理しなければならない。 

4 前項の書類のほか、監査報告は5年間、主たる事務所に備え置くとともに、定款及

び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。 

 

(剰余金の分配の制限) 

第33条 当法人は、会員その他の者に対し、剰余金の分配を行うことができない。 

 

第７章 定款の変更及び解散 

(定款の変更) 

第34条 この定款は、第16条第２項により、社員総会の決議によって変更することができ

る。 

 

(解散) 

第35条 当法人は、社員総会の決議その他法令の定められた事由により解散する。 

 

(残余財産の帰属) 

第36条 当法人が清算する場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、社会

福祉法人岡山市手をつなぐ育成会その他の社会福祉法人、岡山市、岡山県、その他

類似の事業を目的とする公益法人等に贈与するものとする。 

 

第８章 会務運営 

（会務運営) 

第37条 当法人の会務運営のための組織及びその運用は、会務運営規程として理事会で定

める。 

２ 当法人は、業務を行うにあたっては、理事会が定めるサポート業務運営規程に従う

ものとし、委任者・委託者から受託 事項についての指図書（要望書）を受けとっ

た場合は、それに従うものとする 

 

(ピアサポート仲よしの会) 

第38条 第３条の事業の支援を受けることを希望する障がい者、その家族、及び同様な支

援を必要とする人の内、継続して支援の対象となることを希望する人を公募する。希

望した人は、ピアサポート仲よしの会の会員となる。 
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2 前項の希望をする人から登録申込書の提出を求め、その提出があった人をピアサ

ポート仲よしの会の会員として登録する。 

3 ピアサポート仲よしの会員は、理事会が定める会員報酬規定に従い、会費を支払う 

ことで、当法人の事業の継続的対象者となる。 

4 第３条に掲げる当法人の目的に賛同し、当法人の事業を援助しようとする者を公募

し、ピアサポート仲よしの会の賛助会員（会費無料）として、当法人の公益活動の協力

者として登録する。 

5 ピアサポート仲よしの会の運営は、理事会で定める運営規定によるものとする。 

 

第９章 附則   

 (設立時の役員)  

第39条 当法人の設立時の理事及び監事は、次のとおりである。 

設立時理事 宇根山素子、海野啓子、大熨久美子、片山晴雄、小島真弓、五藤榮一、 

五藤 裕子、澤田良江、祐森章代、眞木由美子 

設立時監事 桑原一、長﨑計二 

  2. 当法人の設立時理事長（代表理事）は、五藤榮一とする 

(法令の準拠) 

第40条 この定款に定めのない事項は、すべて法人法その他の法令によるものとする。 

（改正履歴） 

第41条 この定款は令和５年６月６日設立時に作成されたものを、令和７年６月７日に改

正したものである。この改正により、令和７年６月７日までに入会の会員は、退社

届がない場合は社員となる。 

 

 




